


平成１１年 ４月 ９日 川越市教育委員会告示第 ４ 号

平成１１年 ７月２７日 川越市教育委員会告示第 ８ 号・追加

平成１２年 ３月２７日 川越市教育委員会告示第 ４ 号・追加

平成１３年 ４月 ９日 川越市教育委員会告示第 ６ 号・追加

平成１４年 ２月２６日 川越市教育委員会告示第 ４ 号・削除・追加

平成１５年 ９月１１日 川越市教育委員会告示第１３号・追加

平成１６年 ３月２６日 川越市教育委員会告示第 ３ 号・追加

平成１６年 ７月１３日 川越市教育委員会告示第 ９ 号・追加

平成１７年 ３月２９日 川越市教育委員会告示第 ５ 号・追加

平成１７年１１月２２日 川越市教育委員会告示第１５号・追加

平成２０年 ２月２８日 川越市教育委員会告示第 ３ 号・追加

平成２２年１２月２７日 川越市教育委員会告示第１４号・追加

平成２３年１２月２７日 川越市教育委員会告示第１４号・追加

平成２４年 ７月２４日 川越市教育委員会告示第 ９ 号・追加

平成２４年１２月２０日 川越市教育委員会告示第１５号・追加

平成２５年１２月２６日 川越市教育委員会告示第１５号・追加

平成２６年１２月２６日 川越市教育委員会告示第１５号・追加

平成２７年 ３月２５日 川越市教育委員会告示第 ５ 号・変更

平成２７年１２月２８日 川越市教育委員会告示第１５号・追加・変更

平成２８年 ３月２３日 川越市教育委員会告示第 ５ 号・追加

平成２９年 ４月２５日 川越市教育委員会告示第 ５ 号・変更

平成２９年１２月２６日 川越市教育委員会告示第１４号・追加

令和 ２年１２月２２日 川越市教育委員会告示第１３号・追加
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第５章 保存地区の保存のために必要な管理施設の設置

　　  及び環境整備計画

　保存地区の保存は、周囲との関係ぬきに成立しない。本保存地区は、埼玉県南西部地

域における文化の拠点たる性格を有す。したがって、情報発信機能のさらなるグレードアッ

プとともに、国際化対応も必然化する。このため当該保存地区の維持、増進に向け、施設

及び環境整備に努める。

　一方、当該保存地区は中心市街地活性化の軸としての機能も併せ持つ。快適な住環境

を保全するとともに、にぎわいの核たるべく、その界隈性は周辺とのさらに緊密な関係が求

められる。とりわけ当該保存地区の商業地としての特性に配慮し、歴史的風致の維持と商業

振興の調和を目指す。

　こうした観点に立脚し、当該保存地区は川越北部市街地のまちづくりとの連携において、

保存と整備を目指すものとする。

　以下、施設や街路整備等の具体策について、その方向性を示す。

　　

　　

　　

　　

1. 伝統的建造物の公開及び町並み保存の核となる施設の整備

　　

　地元住民と来訪者の便宜及び町並みに関する歴史資料等の保存と活用を図るため、伝統

的建造物の公開に努め、保存地区内の適当な位置に町並み保存の核となる施設を整備する。

また、保存地区についての理解を高めるために、標識、案内板、説明板等の管理施設の整

備も図る。

　　

　　

2. 公共施設の整備

　　

　保存地区内の公共施設に関しては、歴史的風致を生かしたまちづくりの先導的役割を担う

ものとして、伝統的建造物の活用を図るほか、質の高い修景による整備に努める。

　　

　　

3. 防災施設等の整備

　　

　保存地区では、防災計画に基づき、住民等の防災意識の醸成、普及啓発に努め、自主

的な防災活動を推進する。これと併せて、火災の早期発見、初期消火、延焼防止等を目

的とした防災設備の整備拡充を図るとともに、避難経路の確保、建造物の構造補強等を進

める。

第5章
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4. 街路空間の整備等

　　

　保存地区内の街路については、総合的交通体系の見直しを検討し、安全で快適に歩ける

環境整備を進める。併せて歩行者の安全や来訪者の利便性を考慮し、総合的な交通管理

計画の検討を行い、保存地区の周辺に駐車場を整備するよう努める。街路空間の整備に当

たっては、歴史的風致の維持、増進のため、電線地中化の推進や適切なストリート・ファニチュ

ア類の設置、バリアフリー化等を進める。

5. 周辺地区との連携

　　

　保存地区の周辺は、伝統的建造物が比較的連たんする地区や伝統的建造物が点在し、

都市景観的にみると特徴ある界隈を形成していることから、その保全を図るため文化財保護

法による文化財建造物の指定や登録制度を活用するとともに、川越市都市景観条例に基づ

く「景観形成地域の指定」、「都市景観重要建築物等の指定」と都市景観重要建築物周

辺の環境整備を進める。特に伝統的建造物が比較的連たんする地区においては、今後も地

域住民との協議を重ね、伝統的建造物群保存地区の指定の可能性を検討する。これに併せ、

歴史的風致の保全の観点から、都市計画道路等既存計画の見直しの必要性の有無につい

ても検討を加える。

　

6. 住民との連携

　　

　保存地区の住民を中心に「（仮称）住民協議会」の設置を目指す。住民協議会は、保

存地区の運用に関する行政との連絡、協議の場であるとともに、町並み保存に関する意識

啓発等の機能を持つことが期待される。また、住民の自主的な町並み保存の取り組みにつ

いて改めて評価し、今後の保存地区の運営に寄与することを目的に、住民協議会をはじめ

既存の自治会、商店街、川越町並み委員会等の団体、及び川越市都市景観条例に基づく

都市景観推進団体との協議、情報交換を行い、保存地区の保存に資するものとする。


